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１ 平和公園再整備基本計画の策定について

県事業の長崎南北幹線道路計画を契機として、平和公園（西地区）のあり方や道路計画
に支障をきたすスポーツ施設の再配置などについて検討し、平和公園（西地区）の再整備
に係る基本計画を策定するものである。
基本計画の策定に当たっては、令和３年６月に学識経験者や関係団体、地元自治会など
から「長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会」を設置し、同委員会に諮りながら検討
を進めている。
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ア 設置目的

平和公園の策定にあたり、多様な関係者や関係機関の参画のもと、公平・中立性の見地

から審議を行うべきであることから設置するもの。

イ 設置年月日

令和３年６月１日

ウ 委員構成

学識経験者、関係行政機関、スポーツ・平和・商工業・観光・環境・教育・障害者・地域活動

団体、公募市民

エ 委員会の検討状況（これまでの実績）

⑴ 概要

⑵ 長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会

区分 開催時期 調査審議事項

第1回 令和3年7月27日

○委員会の設置、正副委員長の選出

○審議内容、スケジュール等の確認

○平和公園の概要、沿革、現状等の整理

第2回 令和3年9月28日

○上位計画・関連計画等の整理

○平和公園（西地区）を取り巻く状況、特性、課題等の整理

○基本方針の検討

第3回 令和3年12月14日

○基本方針の検討

○ゾーニング・ゾーン別整備方針の検討

○動線・景観形成等の考え方の検討

○市政モニターアンケート結果の報告

第4回 令和4年8月25日

○基本方針の整理

○ゾーニング・ゾーン別整備方針の検討

○動線・景観形成等の考え方の検討

○既存スポーツ施設再配置計画の基本的な考え方の検討

第5回 令和5年7月28日
〇スポーツ施設の再配置に関する再検討部会の設置につ

いて

⑶ 位置図



⑴ 平和公園（西地区）の基本方針（案）
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2 平和公園再整備基本計画検討委員会の検討経緯

令和4年8月検討委員会資料



令和4年8月検討委員会資料
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令和4年8月検討委員会資料
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⑵ 平和公園（西地区）のゾーニング（案）とゾーン別整備方針（案）
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令和4年8月検討委員会資料

⑶既存スポーツ施設再配置計画の基本的な考え方（案）
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令和4年8月検討委員会資料
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令和4年8月検討委員会資料
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令和4年8月検討委員会資料
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－ 参考 － スポーツ関係団体への説明及び意見交換の状況

年月 団体名 内容 意見・要望等

令和2年12月 長崎市弓道連盟 地域高規格道路「⻑崎南北幹線道路」の説明

令和2年12月 長崎市ソフトボール協会 地域高規格道路「⻑崎南北幹線道路」の説明

令和2年12月 長崎市ソフトテニス連盟 地域高規格道路「⻑崎南北幹線道路」の説明

令和3年1月 長崎市陸上競技協会 地域高規格道路「⻑崎南北幹線道路」の説明

令和3年1月 長崎市スポーツ協会 地域高規格道路「⻑崎南北幹線道路」の説明

令和3年2月 長崎市テニス協会 地域高規格道路「⻑崎南北幹線道路」の説明

令和3年2月 長崎市游泳協会 地域高規格道路「⻑崎南北幹線道路」の説明

令和3年3月 長崎市水泳連盟 地域高規格道路「⻑崎南北幹線道路」の説明

令和3年12月
長崎市スポーツ協会
（水泳・陸上・テニス・ソフト
テニス・ソフトボール・弓道）

スポーツ施設の再配置に関する意見交換（全体）

令和4年1月 長崎市水泳連盟 スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 移転場所、施設（機能面）、附属設備に関する要望

令和4年1月 長崎市陸上競技協会 スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 400ｍトラックの存続に関する要望

令和4年1月
長崎市テニス協会
長崎市ソフトテニス連盟

スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 移転場所、施設（機能面）に関する要望

令和4年1月 長崎市ソフトボール協会 スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 移転場所、施設（機能面）に関する要望

令和4年1月 長崎市弓道連盟 スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 移転場所、施設（機能面）に関する要望

令和4年9月 長崎市ゲートボール協会 スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 競技環境の確保に関する要望

令和4年10月 長崎市陸上競技協会 スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 練習環境の確保に関する要望

令和4年10月 長崎市レクリエーション協議会 スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 広場空間の確保に関する要望

令和4年10月 長崎市ペタンク協会 スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 競技環境の確保に関する要望

令和4年11月 長崎市老人クラブ連合会 スポーツ施設の再配置に関する意見交換（個別） 競技環境の確保（ペタンクやゲートボールなど）に関する要望

※その他にも、スポーツ施設の再配置に関し、個別に意見交換を行っている



3 長崎市平和公園スポーツ施設の再配置に関し慎重丁寧な調査検討を求める請願について

• 令和４年8月の検討委員会において、スポーツ施設の再配置に係る基本的な考え方として、「市民総合プール、庭球場の一部、弓道場」を平和公園に再配置

する施設、「ソフトボール場、陸上競技場」を別途検討する施設とする考え方を示している。

• 市民総合プールについては、屋内に５０ｍプールを有する県内唯一の施設であり、再配置に当たり、「必要とする面積が大きく、公共交通によるアクセス性

の確保が必要な施設」として、移転先が限定されることから、物理的条件や立地的条件を踏まえ、平和公園内の陸上競技場エリアと中部下水処理場跡地を

選定し、比較検討した結果、陸上競技場エリアが適地であると整理している。

• 一方、陸上競技場については、敷地の一部を市民総合プールの再配置先とする中で、利用者の多くを占める外周園路や芝生広場については、その機能を

確保する方向で考えているが、４００ｍトラックを現在地にそのまま配置することは物理的に難しいため、限られた敷地の中で、練習環境をどのように確保

していくか、関係者と協議を行いながら現在検討を行っている。

• また、平和公園は長崎を代表する公園であり、西地区の再整備基本計画の策定に当たっては、都心部におけるまちづくりの考え方との整合や、スポーツ以

外の目的で公園を利用される市民等の利用も含め、現在あるものを維持するだけでなく、将来に渡って多くの市民に支持され、利用される公園となるよう、

多方面から検討を行う必要があると考えている。

• 請願の採択も踏まえ、引き続き、各関係競技団体との意見交換を行うとともに、検討委員会での議論を重ねながら、幅広い視点から慎重丁寧に検討を進め

ていく。
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• 高規格道路「長崎南北幹線道路」の計画に伴う、平和公園西地区におけるスポーツ施設の再配置の検討に当たり、一部のスポーツ施設の利用者だけが不利

益を大きく被ることがないよう、拙速に陥ることなく、慎重丁寧に調査検討することを請願する。

⑴ 請願の趣旨（令和４年11月議会）

⑵ 請願への報告（令和5年2月議会）



－ 参考 － 長崎市平和公園スポーツ施設の再配置に関し慎重丁寧な調査検討を求める請願書
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